
07-KF05-X003 1募資：

注意事項

・がん治療支援保険の低解約返戻金割合、解約返戻金倍率は、無解約返戻金期間（払込期間と同じ）満了後に適用となります。（保険期間
　と払込期間が同じ場合は、保険期間を通じて適用されず解約返戻金はありません。また特約については、保険期間を通じて解約返戻金は
　ありません。）
・がん治療支援保険の保険契約の責任開始は保険期間の始期から91日目となります。保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日
　の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から
  保険契約上の責任を負います。

初回払込保険料

一部一時払保険料

一括・前納保険料

ボーナス月保険料 3,142円

3,142円0円

0円

0円

合計保険料（一回分）

がん治療支援保険[無配当]

100 万円

10,000円

20 万円

10,000円

終身

終身

終身

終身

終身

終身

月払 口座振替

月払 口座振替

月払 口座振替

2,508円 

270円 

364円 

3,142円 

無解約返戻金期間:払込期間と同じ

診断給付金額

入院給付金日額

がん手術特約

がん通院特約

保険種類 保険金額（初年度） 保険期間 払込期間 払込方法 保険料

1

小計

保険プラン
34歳 男性 様 34歳 男性被保険者

計算基準日

作成日 平成19年 9月 2日

平成19年10月 1日



07-KF05-X003 2募資：

注意事項

がん治療支援保険の責任開始は保険期間の始期から91日目となります。

保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。た
だし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。

被保険者が責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者、給付金受取人がその事実を知ってい
るといないとにかかわらず、契約は無効となり、給付金をお支払いすることができません。また、保険料のお払込も免除いたしませ
ん。

上皮内がんとは、がんが粘膜の一番上の上皮にとどまっていて、粘膜の一番下の基底膜がまだ破壊されていない状態をいいます。

・

・

・

・

(1) がんと診断確定されたとき（診断給付金）

100万円

支払事由 給付金額（初年度）

 責任開始期以後、初めてがんと診断確定されたとき、または、その後次の
 ①②③のいずれかに該当したとき
 　　①　一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき
 　　②　がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
 　　③　がんが新たに生じたと診断確定されたとき

10,000円

支払額 給付金日額（初年度）

(2) がんの治療のため、所定の入院をされたとき　(入院給付金）

20万円

支払額 給付金額（初年度）

(3) がんの治療のため、所定の手術をうけられたとき　（手術給付金特約）

支払額 給付金日額（初年度）

(4) がんの治療のため、通院されたとき　（通院給付金特約）

入院給付金日額　×　入院日数

手術給付金額　（入院給付金日額の20倍）

通院給付金日額　×　通院日数

・回数に制限なく一時金としてお支払いします。ただし、2回目以降については、前回の診断給付金をお支払いすることとなった日から
　2年以上経過している場合に限ります。
・診断確定は、病理組織学的所見（生検を含みます）により日本の医師または歯科医師の資格を持つものによってなされることを要しま
　す。
・初期の段階のがんである「上皮内がん」も保障します。

・1回の入院に対する支払限度や通算の支払限度はありません。
・初期の段階のがんである「上皮内がん」も保障します。

・手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、ファイバースコープによる悪性新生物手術など手術の種類によっては、60日
　間に1回の給付限度があります。
・手術の種類によって、お支払対象外の手術もあります。
・初期の段階のがんである「上皮内がん」も保障します。

・1回の入院についての支払限度は45日（通算は730日）となります。
・初期の段階のがんである「上皮内がん」も保障します。
・入院給付金の支払日数が1日以上となる入院をした場合、入院日前日から遡及して60日以内の期間または退院日の翌日から180日以内
　の期間にがんの治療を目的として所定の通院をしたとき、通院給付金をお支払いします。

10,000円

34歳 男性様の「がん治療支援保険」の保障の内容は以下のとおりです。

保障の一覧 作成日

計算基準日

平成19年 9月 2日

平成19年10月 1日
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解約
返戻率(%)
⑦

年齢
(歳)

普通死亡保険金額

(単位：円)

一時金での
お受取り
①

分割でお受取りの場合

一時金＋分割金
受取総額
②

年金年額
満期保険金額
健康給付金額

④

保険料累計
⑤

解約返戻金
⑥

前納未経過
保険料
⑧

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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初年度
特約年金月額

③
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---     
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37,704
75,408
113,112
150,816
188,520
226,224
263,928
301,632
339,336
377,040
414,744
452,448
490,152
527,856
565,560
603,264
640,968
678,672
716,376
754,080
791,784
829,488
867,192
904,896
942,600
980,304
1,018,008
1,055,712
1,093,416
1,131,120
1,168,824
1,206,528
1,244,232
1,281,936
1,319,640

0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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経過
年数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
0.0
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0.0
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0.0
0.0
0.0

34歳 男性様の保険金額、保険料、解約返戻金の推移明細は次のようになっております。

明細表 計算基準日 平成19年10月 1日

作成日 平成19年 9月 2日
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注意事項

・実際の解約返戻金の額は、経過年月数・払込年月数などによって異なりますのでご注意下さい。
・がん治療支援保険の低解約返戻金割合、解約返戻金倍率は、無解約返戻金期間（払込期間と同じ）満了後に適用となります。（保険期間
と払込期間が同じ場合は、保険期間を通じて適用されず解約返戻金はありません。また特約については、保険期間を通じて解約返戻金は
ありません。）

・がん治療支援保険の無解約返戻金期間満了後の解約返戻金は、低解約返戻金割合を上限(100%)に設定した場合の解約返戻金の30%、入院
給付金日額の10倍のいずれか小さい額となります。
がん治療支援保険には、死亡に対する保険金はありません。（被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金
をお支払いします。）

・

解約
返戻率(%)
⑦

年齢
(歳)

普通死亡保険金額

以下余白

(単位：円)

一時金での
お受取り
①

分割でお受取りの場合

一時金＋分割金
受取総額
②

年金年額
満期保険金額
健康給付金額

④

保険料累計
⑤

解約返戻金
⑥

前納未経過
保険料
⑧

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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初年度
特約年金月額

③

---     
---     
---     
---     
---     
---     
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---     
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1,357,344
1,395,048
1,432,752
1,470,456
1,508,160
1,545,864
1,583,568
1,621,272
1,658,976
1,696,680
1,734,384
1,772,088
1,809,792
1,847,496
1,885,200
1,922,904
1,960,608
1,998,312
2,036,016
2,073,720
2,111,424
2,149,128
2,186,832
2,224,536
2,262,240
2,299,944
2,337,648
2,375,352
2,413,056
2,450,760

0
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0
0
0
0
0
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0
0
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経過
年数

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

34歳 男性様の保険金額、保険料、解約返戻金の推移明細は次のようになっております。

明細表 計算基準日 平成19年10月 1日

作成日 平成19年 9月 2日


